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聖籠町住宅建設資金貸付規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成３０年３月２９日 

聖籠町長 渡邊 廣吉  

聖籠町規則第１４号 

聖籠町住宅建設資金貸付規則の一部を改正する規則 

聖籠町住宅建設資金貸付規則（昭和５９年聖籠町規則第６号）の一部を次の

ように改正する。 

第４条中第４号を削り、第５号を第４号とする。 

第５条中「８００万円」を「５００万円」に改める。 

第６条第３号中の表を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６条第４号に次のただし書を加える。 

ただし、繰上償還をすることができる。 

第８条の見出しを「（貸付けの決定等）」に改め、同条に次の１項を加える。 

２ 町長は、前項の規定により貸付を決定したものについて、貸付決定通知書

（別記様式第２号及び別記様式第２号の２）をもって速やかに申込者及び金

融機関に通知し、却下の決定をしたものについては、却下通知書（別記様式

第３号及び別記様式第３号の２）により申込者及び金融機関に通知するもの

とする。 

工事の発注先 貸付期間 貸付利率 

町内の建設関連業者 １０年以内 年１．８０％ 

（うち町で０．９０％ 

利子補給） 

１１年以上２０年

以内 

年２．４０％ 

（うち町で１．２０％ 

利子補給） 

町外の建設関連業者 １０年以内 年２．３０％ 

（うち町で１．１５％ 

利子補給） 

１１年以上２０年

以内 

年２．９０％ 

（うち町で１．４５％ 

利子補給） 
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 第９条を削り、第１０条を第９条とし、第１１条から第１４条までを１条ず

つ繰り上げる。 

 様式第１号を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

別記様式第１号の次に次の４様式を加える。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際現に貸付の決定がなされている貸付金の貸付条件等に

ついては、なお従前の例による。 


